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今
年
度
の
最
低
賃
金
の
改
定
に
つ
い
て
、
最
低
賃
金
審
議
会

は
７
月
１
４
日
、
過
去
最
大
と
な
る
２
８
円
引
上
げ
、
全
国
平

均
で
９
３
０
円
と
す
る
目
安
を
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

大
阪
府
は
１
０
月
か
ら
最
低
賃
金
が
９
９
２
円
と
な
る
見
通
し

で
す
。

◆
正
社
員
賃
金
に
与
え

る
影
響

時
給
換
算
で
９
９
２
円

が
最
低
ラ
イ
ン
と
な
れ
ば
、

月
額
は
お
よ
そ
１
７
２
，

１
０
０
円
超
と
な
り
ま
す
。

現
在
水
準
が
１
６
７
，
２

０
０
円
ほ
ど
で
す
か
ら
５

０
０
０
円
近
い
上
昇
と
な

り
ま
す
。

近
年
、
全
国
平
均
１
０

０
０
円
を
目
指
し
て
毎
年

３
％
前
後
の
引
上
げ
改
定

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
今

の
ま
ま
３
％
ペ
ー
ス
の
上

昇
が
続
い
た
と
し
て
、
全

国
平
均
が
１
０
０
０
円
に

な
る
時
期
と
そ
の
時
の
大

阪
府
の
最
低
賃
金
額
に
つ

い
て
当
事
務
所
で
独
自
に

予
想
し
て
み
た
と
こ
ろ
、

令
和
６
年
に
全
国
平
均
１

０
１
９
円
、
そ
の
と
き
の

大
阪
府
は
１
０
８
２
円
と

な
り
そ
う
で
す
。
（
あ
く

ま
で
個
人
予
想
で
す
。
）

１
０
８
２
円
と
言
え
ば
、

月
額
換
算
で
１
８
７
，
７

０
０
円
超
で
す
。
３
年
後
、

◆
最
賃
上
昇
は
パ
ー
ト

の
労
働
時
間
減
に
⁉

最
低
賃
金
が
上
昇
す
れ

ば
そ
れ
に
近
し
い
水
準
で

賃
金
を
得
て
い
る
短
時
間

労
働
者
の
収
入
が
増
加
す

る
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、

一
筋
縄
で
は
い
き
ま
せ
ん
。

女
性
の
パ
ー
ト
労
働
者

な
ど
で
よ
く
見
受
け
ら
れ

ま
す
が
、
収
入
増
加
に

よ
っ
て
所
得
税
や
健
康
保

険
の
扶
養
基
準
を
超
過
し

て
し
ま
っ
た
り
、
配
偶
者

経営事項審査時に提示する加入・履行証明書の発行基準
が令和3年度から改定されます。（令和4年度から完全実
施）

【新・発行基準の主なもの】

①共済手帳の更新数
被共済者数に見合う共済手帳の更新数があること。
年間就労日数が少ない方がいるなど、更新数が共済者数

より少ない場合は、出勤簿等の出勤日数がわかる書類を提
出する必要があります。

②退職給付拠出額の総額
退職給付拠出額の総額が、一人当たり78,120円（310円

×21日×12月）以上であること。（※令和3年10月以降は、
掛金が1日320円になるため、80,640円以上）

③下請け業者への適正な掛金充当又は証紙の交付
下請けを使って工事を行うことが常態であると認められ
る事業主については、下請企業への証紙の交付が適正に
行われていること。

経審事項審査において、加入・履行証明書を提示すれば、
加点対象となりますが、上記の基準を満たしてでも必要な
加点であるかどうかを、再考する必要があるでしょう。

先
日
、
お
仕
事
で
和
歌
山
県
庁
へ

行
っ
て
き
ま
し
た
。
大
和
高
田
経
由

だ
っ
た
た
め
、
京
奈
和
自
動
車
道

ル
ー
ト
で
行
く
こ
と
に
。
現
在
は
部

分
開
通
で
無
料
区
間
が
多
く
、
最
終

は
阪
和
道
に
合
流
し
ま
す
。

道
路
か
ら
見
え
る
景
色
は
ひ
た
す

ら
の
ど
か
。
で
も
実
は
温
泉
や
ア
ウ

ト
ド
ア
施
設
、
道
の
駅
も
続
々
開
業

し
見
ど
こ
ろ
満
載
。
ち
な
み
に
、
並

行
し
て
京
奈
和
自
転
車
道
と
い
う
サ

イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
が
一
足
早
く
全

線
開
通
と
な
り
、
嵐
山
か
ら
和
歌
山

港
ま
で
１
８
０
ｋ
ｍ
を
走
破
で
き
る

そ
う
で
す
。

リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
の
開
通
エ

リ
ア
候
補
に
も
な
り
、
今
後
１
０
年

で
奈
良
は
大
き
く
変
わ
る
の
で
は
な

い
か
と
県
境
の
大
阪
に
在
住
の
身
と

し
て
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

（
大
西
）

９９２円

新
入
社
員
な
ど
の
出
発
点

が
こ
の
水
準
に
な
る
こ
と

を
想
定
し
た
経
営
予
測
を

立
て
る
必
要
が
あ
り
、
そ

の
他
の
社
員
へ
の
波
及
効

果
も
考
え
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

①職能給賃金表などを採用している企業は賃金表
全体の修正が必要になることもある。

②精皆勤手当や家族手当は最賃の算定には含めら
れないため、これらを除いた基本給等で最賃を
クリアしなければならない。
⇒コスト増を避けるために手当制度を見直して
いくことも必要。

が
家
族
手
当
を
失
っ
て
し

ま
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
、

最
賃
の
上
昇
分
を
労
働
時

間
の
削
減
に
置
き
換
え
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

所
得
税
の
扶
養
基
準
を

丁
寧
に
説
明
を
し
た
り
、

社
会
保
険
に
加
入
す
る
こ

と
の
メ
リ
ッ
ト
を
理
解
し

て
も
ら
う
な
ど
、
勤
務
時

間
を
確
保
し
て
も
ら
う
た

め
の
対
策
が
必
要
で
す
。


